
 

低入札価格調査実施要領 

第１ 低入札価格調査の基準 

  船橋市発注の工事請負契約（船橋市建設工事等契約事務取扱基準第４条第１項に基づ

き最低制限価格を設けることができる工事のうち、同条第３項の規定により最低制限価

格を設けないこととしたものに限る。）に係る地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号。以下「施行令」という。）第１６７条の１０第１項に規定する「予定価格の制限

の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその

者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」と認められる場合又

は施行令第１６７条の１０の２第２項に規定する「落札者となるべき者の当該申込みに

係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあ

る」と認められる場合に該当するか否かを調査する基準（以下「低入札価格調査の基準」

という。）は、契約ごとに予定価格の７５％以上９２％以下の範囲内で第４の１に定め

る割合を予定価格に乗じて得た額（１００円未満は切り捨てとする。以下「調査基準価

格」という。）とする。 

第２ 価格による失格判断の基準 

  調査基準価格を下回った価格で入札した者について、施行令第１６７条の１０第１項

又は施行令第１６７条の１０の２第２項に規定する「申込みに係る価格によってはその

者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」と認められると判断

する価格基準は、契約ごとに第４の２に定める割合を予定価格に乗じて得た額（１００

円未満は切り捨てとする。以下「失格判断基準価格」という。）とし、失格判断基準価

格に満たない価格で入札した者は失格とする。 

第３ 低入札価格調査事項 

  低入札価格の調査は、失格判断基準価格を下回り失格となった者を除き、調査基準価

格を下回った価格で入札した者について、施行令第１６７条の１０第１項又は施行令第

１６７条の１０の２第２項に規定する「申込みに係る価格によってはその者により当該

契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」と認められるか否かを具体的に判

断するため、次の事項について調査を行うものとする。 

 １ 当該工事を行うに当たって当該入札者が予定している労務、資材等の量及びそれら

の調達等に関する事項 

 ２ 特別な事由により市場価格より低い価格で労務、資材等の調達ができるとの主張が

ある場合におけるその適否 

 ３ 当該入札者の経営状態 

 ４ その他必要な事項 

第４ 低入札価格調査の基準等の取扱いに関する事務手続 

 １ 調査基準価格の設定 

   低入札価格調査の基準を運用する場合、契約ごとに予定価格の７５％以上９２％以

下の範囲内で定める割合の算定は次に定めるとおりとする。 

⑴ 予定価格算出の基礎となった別に定める額の合計額を予定価格で除して得た割合 



 

（小数点第３位以下切り捨てとする。）とする。ただし、その割合が９２％を超える

場合にあっては９２％とし、７５％に満たない場合は７５％とする。 

⑵ 別に定める⑴の額が明確に区分されていないものについては、⑴の算定方法にか

かわらず７５％以上９２％以下の範囲内で適宜の割合とする。 

２ 失格判断基準価格の設定 

失格判断基準価格について、契約ごとに定める割合の算定は次に定めるとおりとす

る。 

⑴ 予定価格算出の基礎となった別に定める額の合計額を予定価格で除して得た割合

（小数点第３位以下切り捨てとする。）とする。   

⑵ 別に定める⑴の額が明確に区分されていないものについては、⑴の算定方法にか 

かわらず適宜の割合とする。  

３ 予定価格を記載した書面への調査基準価格等の記載 

   決裁責任者は、事務の適正な執行を確保するため、予定価格を記載した書面に、低

入札価格調査の基準に基づく金額を「低入札価格調査基準価格 ○○円」と記載し、

失格判断についての金額を「失格判断基準価格 ○○円」と記載するものとする。 

 ４ 入札者への周知 

   低入札価格調査制度の円滑な運用を図るため、契約を主管する課長は、公告時に次

の事項を明示する。 

  ⑴ 低入札価格調査の基準があること。 

  ⑵ 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の開札終了の方法及び結果の通知方

法。 

  ⑶ 調査基準価格を下回った入札を行った者は、施行令第１６７条の１０第１項に規

定する「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者」（以下「最

低価格入札者」という。）又は施行令第１６７条の１０の２第１項に規定する「価

格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする」方式（以

下「総合評価型」という。）における評価値の最も高い者（以下「最高評価値者」

という。）であっても必ずしも落札者とならない場合があること。 

  ⑷ 価格による失格判断の基準があり、当該価格を下回った入札を行った者は失格と

なること。 

  ⑸ 失格判断基準価格を下回り失格となった者を除き、調査基準価格を下回った入札

を行った者は、事後の事情聴取等に協力すべきこと。 

 ⑹ 失格判断基準価格を下回り失格となった者を除き、調査基準価格を下回った入札

を行った者は、開札日を含め３日以内（閉庁日である場合、その翌日の契約を主管

する課長が指定する時刻まで）に指定された書類を別紙１の書類作成要領に基づき

作成し、提出しなければならないこと。なお、最低価格入札者（総合評価型におい

ては最高評価値者。）でなくとも提出しなければならず、規定の期限までに提出し

ないものは失格とすること。 

 



 

 ５ 開札の方法 

   開札の結果、失格判断基準価格以上で調査基準価格を下回る入札が行われた場合に

は、開札執行者は、入札者に対して「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告

げて、開札を終了する。 

 ６ 調査の実施 

   契約を主管する課長は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者によりその価

格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否か

を判断するため、次に掲げる内容について、入札者からの別紙様式による書類の提出

及び事情聴取等により調査を行うものとし、建設技術の総括を主管する課長及び当該

工事を主管する課長は、この調査について契約を主管する課長に協力するものとする。 

  ⑴ その価格により入札した理由 

  ⑵ 入札価格の積算内訳書 

  ⑶ 契約対象工事付近における手持ち工事の状況 

  ⑷ 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況 

  ⑸ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関係（地理的条件） 

  ⑹ 手持ち資材及び手持ち機械数の状況 

  ⑺ 資材購入先及び購入先と入札者との関係 

  ⑻ 労務者の具体的供給見通し 

  ⑼ 建設副産物に関する事項 

  ⑽ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者 

  ⑾ 経営状況及び信用状態等について（直近の決算の財務諸表等） 

  ⑿ その他の必要な事項 

 ７ 低入札価格審査委員会への付議 

   契約を主管する課長は６による調査を実施した結果及び別紙２に定める低入札価格

調査における失格判定基準に該当するか否かの意見を記載した書面を、低入札価格審

査委員会（以下「審査委員会」という。）に提出し、意見を求めなければならない。 

 ８ 審査委員会の審査及び意見 

   審査委員会は、契約を主管する課長から意見を求められたときは、審査を行い、意

見を述べるものとする。なお、審査には必要に応じて当該入札者の出席を求めること

ができる。 

 ９ 審査委員会の意見等に基づく落札者の決定等 

⑴  審査委員会の意見が、最低価格入札者（総合評価型においては最高評価値者。）

の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める

ものである場合で、船橋市契約規則（平成２６年船橋市規則第６０号）第１４条（総

合評価型においては同規則第１５条）の規定に基づく市長の承認を得られたときは、

契約を主管する課長は最低価格入札者（総合評価型においては最高評価値者。）を

落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のう

ち、最低の価格をもって申込みをした者（総合評価型においては最高値の評価の者。



 

以下「次順位者」という。）を落札者と決定する。なお、次順位者が調査基準価格

を下回る入札者であった場合には、６以降と同様の手続きによる。 

⑵  契約を主管する課長は、次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者（総

合評価型においては最高評価値者。）に対しては落札者としない旨の通知を、次順

位者に対しては落札者となった旨の通知をするとともに、他の入札者に対しては次

順位者が落札者となった旨の通知をするものとする。 

⑶  ⑴で市長の承認を得られなかった場合及び審査委員会の意見が、最低価格入札者

（総合評価型においては最高評価値者。）の入札価格によっても契約の内容に適合

した履行がされないおそれがないと認めるものである場合は、契約を主管する課長

は直ちに最低価格入札者（総合評価型においては最高評価値者。）に落札者となっ

た旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知するものとする。 

 １０ 低入札価格調査結果の公表 

  ⑴ 低入札価格調査を行い、次順位者等を落札者とした場合においては、船橋市入札・

契約事務運用マニュアル様式４により公表するものとする。 

  ⑵ 公表の方法は、船橋市入札・契約事務運用マニュアルに基づき、速やかに公表す

るものとする。 

第５ 低入札価格工事履行調査に関する事務手続 

 １ 審査委員会の審査 

審査委員会は、当該工事を主管する課長から船橋市低入札価格工事履行調査実施要

領（平成２３年船橋市要領。以下「履行調査実施要領」という。）第４条に基づく報

告を受けたときは、これを審査するものとする。 

 ２ 審査委員会の審査に基づく処置等 

審査委員会の審査の結果が、次のいずれかである場合、建設技術の総括を主管する

課長は工事成績評定に厳格に反映するとともに、契約を主管する課長は指名停止措置

を講じるものとする。 

⑴ 履行調査実施要領に基づく調査において、受注者の提出資料もしくは説明が虚偽

であることが明らかである場合。 

⑵ 事情聴取等調査内容と履行状況に著しく乖離があるとされた場合。ただし、合理

的な乖離理由が確認できる場合はこの限りではない。 

    附 則 

  この要領は、平成１０年１０月１日から施行する。 

    附 則 

  この要領は、平成１３年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要領は、平成１８年６月１日から施行する。 

    附 則 

  この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 



 

    附 則 

  この要領は、平成２０年６月１日から施行する。 

    附 則 

  この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要領は、平成２１年６月１２日から施行する。 

    附 則 

  この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要領は、平成２３年６月２８日から施行する。 

    附 則 

  この要領は、平成２５年６月１７日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２５年９月１日から施行する。 

２ この要領は、平成２５年９月１日以後に公告をする入札に適用し、同日前に公告を 

した入札については、なお従前の例による。 

附 則 

  この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、令和２年５月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、令和３年５月１日から施行する。 



別紙１ 

書類作成要領 

各様式共通 

１ 入札者は、開札日を含め３日以内（閉庁日である場合、その翌日の契約を主管する

課長が指定する時刻まで）に本作成要領に従って作成した各様式及び各様式に定める

添付書類を提出しなければならない。 

２ 別紙様式１から別紙様式１３まで全てを提出するものとし、欠けている場合は認め

ない。なお、記載する項目が無い場合でも「該当なし」と記載して必ず提出すること。 

３ 提出期日以降における提出書類の差し替え、訂正及び再提出は、いかなる理由があ

っても認めない。 

４ 各様式に記載した内容を立証するため、各様式に定める添付書類のほか、入札者が

必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨

を各資料の右上部に明記するものとする。）。 

５ 各様式に定める添付書類以外にも、説明資料の提出を求められた時は、入札者は速

やかに応じなければならない。 

 

別紙様式３ その価格により入札した理由 

【記載要領】 

１ 当該価格で入札した理由を、労務費、手持ち工事の状況、契約対象工事現場と当該

入札者の事務所・倉庫等との関係、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請予定

業者の協力等の面から記載する。 

２ 直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札

した価格で施工可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠と

なるべき以下の様式の番号を付記する（以下の様式によっては自社が入札した価格で

施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的

説明を行うものとする。）。 

 

別紙様式４－１ 積算内訳書 

【記載要領】 

１ ｢土木系工事等｣については工事数量総括表、｢建築系・プラント系工事等｣について

は本工事内訳書に対応する内訳書とするが、詳細な項目は別途指示する。 

２ 以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。 

３ 契約対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならない

ものとし、発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用（例

えば、本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用）についても計

上するものとする。 

４ 計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなけれ

ばならないものとし、具体的には、過去１年以内の取引実績に基づく下請予定業者 



（入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう。以下同じ。）等

の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適

切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。 

５ 自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員（技術者等）及

び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理

費等には計上しないものとする。 

６ 入札者の申込みに係る金額が、契約対象工事の施工に要する費用の額（上記３の定

めに従って計上したもの）を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費

等の金額に計上する。 

７ 工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な｢値引き｣、｢調整額｣、｢お得意様割

引｣等の名目による金額計上は行わないものとする。 

【添付書類】 

下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの（取引実績や購入原価

等に裏付けられたもの）を添付する。ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根

拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを

要しない。 

 

別紙様式４－２ 共通仮設費（率計上分）内訳書 

【記載要領】 

１  本様式は、共通仮設費の内訳明細を記載する。 

２  本様式には、運搬費、準備費、安全費、技術管理費、営繕費に係る項目別の金額を

算定根拠と併せて明示するものとし、一括計上は認めない。 

 

別紙様式４－３ 現場管理費（率計上分）内訳書 

【記載要領】 

１  本様式は、現場管理費の内訳明細を記載する。 

２  本様式には、労務管理費、安全訓練等に要する費用、租税公課、保険料、従業員給

料手当など必要な項目別の金額を算定根拠と併せて明示するものとし、一括計上は認

めない。 

 

別紙様式４－４ 一般管理費等（率計上分）内訳書 

【記載要領】 

１  本様式は、一般管理費と付加利益の内訳明細を記載する。 

２  本様式には、役員報酬、従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利費厚生費など

必要な項目別の金額を算定根拠と併せて明示するものとし、一括計上は認めない。 

 

 

 



別紙様式５ 契約対象工事付近における手持ち工事の状況 

【記載要領】 

１ 本様式は、契約対象工事現場付近（半径１０km程度）の手持ち工事のうち、契約対

象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。 

２ ｢工事名｣欄には括弧書きで工事場所も記載すること。 

３ ｢経費削減可能額及びその計数的根拠｣の欄においては、当該手持ち工事が契約対象

工事のどの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。 

【添付書類】 

１ 本様式に記載した手持ち工事の場所と契約対象工事現場との位置関係を明らかにし

た地図を添付する。図面の縮尺は自由とするが、契約対象工事現場までの距離及び連

絡経路が分かるようにする。 

２ 当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。 

 

別紙様式６ 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況 

【記載要領】 

１ 本様式は、契約対象工事と同種又は同類の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事

費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。 

２ ｢工事名｣欄には括弧書きで工事場所も記載すること。 

３ ｢経費削減可能額及びその計数的根拠｣の欄においては、当該手持ち工事が契約対象

工事のどの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。 

【添付書類】 

当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。 

 

別紙様式７ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係 

【記載要領】 

１ 本様式は、入札者の事務所、倉庫等のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与す

るものについて作成する。 

２ 当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより、契約対象工事

に関する現場事務所、倉庫、資材保管場所等に係る営繕費や資機材の運搬費、通信交

通費、事務用品費など、どの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明ら

かにする。 

【添付書類】 

１ 本様式に記載した入札者の事務所、倉庫等と契約対象工事箇所との位置関係を明ら  

かにした地図を添付する。図面の縮尺は自由とするが、契約対象工事箇所までの距離

及び連絡経路が分かるようにする。 

２ 本様式に記載した入札者の事務所、倉庫等の存在及び権原を証明する登記関係書類

又は賃借権を定めた契約書等の写しを添付する。 

 



別紙様式８ 手持ち資材及び手持ち機械数の状況 

≪手持ち資材≫ 

【記載要領】 

１ 本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。 

２ ｢購入単価｣の欄には、手持ち資材の購入単価を記載する（契約対象工事について発

注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）。 

例えば、使い切りの材料等については購入時の価格を、繰り返しの使用を予定する

備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。 

３ ｢購入時期｣、｢購入先｣の欄には、手持ち資材を購入した際の購入先とその時期を記

載する。 

【添付書類】 

１ 本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真（契

約対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有の特徴が分かる部分

（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分かるように

撮影したもの。）を添付する。 

２ 本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写し 

を添付する。 

 

≪手持ち機械≫ 

【記載要領】 

１ 本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。 

２ ｢単価（原価）｣の欄には、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する（契約対象工事

について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含

む。）。 

例えば、年間の維持管理費用（減価償却費を含む。）を契約対象工事の専属的使用

予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額を記載する。 

【添付書類】 

１ 本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し

及び写真（契約対象工事に使用予定である旨を記載した出荷伝票を当該機械固有の特

徴が分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体

が分かるように撮影したもの。）を添付する。 

２ 過去１年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が契約対象工事で使用可

能な管理状態にあることを明らかにした書面を添付する。 

３ 本様式に記載した手持ち機械について、原価の算定根拠を明らかにした書面並びに

固定資産税（償却資産）に係る課税台帳登録事項証明書や納税申告における種類別明

細書など手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得

時期、取得価格、評価額等の明細が明らかにされた書面及び当該年度の減価償却額（当

該機械に加えられた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む。）を明らかにした

書面を添付する。 



≪機械リース≫ 

【記載要領】 

１ 本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。 

２ ｢単価｣の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払予定の金額で、

当該業者の取引実績（過去１年以内のものに限る。）のある単価以上の金額等合理的

かつ現実的なものを記載する。 

３ ｢リース元名｣欄には、業者名・所在地・入札者と機械リース予定業者との関係を記

載する。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等 

また、取引年数を括弧書きで記載する。 

４ 手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合について

も本様式に記載するものとし、｢単価｣の欄に、自社の機械リース部門が第三者と取引

した際の実績額又は原価（例えば、年間の維持管理費用（減価償却費を含む。）を契

約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額。）（いずれ

も過去１年以内のものに限る。）等合理的かつ現実的な額を、｢リース元名｣の欄に当

該機械リース部門に関する事項を、それぞれ記載する。 

【添付書類】 

１ 機械リース予定業者が押印した見積書及びその予定業者の取引実績（過去１年以内

のものに限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる

契約書等の写しを添付する。 

２ 本様式の｢リース元名｣の｢入札者との関係｣に記載した関係を証明する規約、登録書

等を添付する。 

３ 自社の機械リース部門からのリースを予定している場合は、本様式に記載した機械

をリースしていることを確認できる書面のほか、自社の機械リース部門が第三者と取

引した際の実績額又は原価（いずれも過去１年以内のものに限る。）など、本様式の 

｢単価｣欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添

付する。 

 

別紙様式９ 資材購入先及び購入先と入札者との関係 

【記載要領】 

１ ｢単価｣の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当

該業者の取引実績（過去１年以内の販売実績に限る。）のある単価以上の金額等合理

的かつ現実的なものを記載する。 

２ ｢購入先｣の｢入札者との関係｣欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。

（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等 

また、取引年数を括弧書きで記載する。 

３ 手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記

載するものとし、｢単価｣の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又

は製造原価（いずれも過去１年以内のものに限る。）を、｢購入先｣の欄に当該製造部

門に関する事項を、それぞれ記載する。 



【添付書類】 

１ 購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績（過去１年以内の

販売実績に限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認でき

る契約書等の写しを添付する。 

２ 本様式の｢購入先｣の｢入札者との関係｣欄に記載した関係を証明する規約、登録書等

を添付する。 

３ 自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造してい

ることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額

又は製造原価（いずれも過去１年以内のものに限る。）など本様式の｢単価｣欄の金額

の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。 

 

別紙様式１０ 労務者の具体的供給見通し 

【記載要領】 

１ 自社労務者と下請労務者とを区別して記載すること。 

２ 契約対象工事に配置を予定している現場代理人及び主任技術者についても記載する。 

３ ｢工種｣の欄には、設計書の工種区分に基づき｢管きょ工｣、｢マンホール工｣等を記載

すること。 

４ ｢職種｣の欄には、公共工事設計労務単価にある５１業種の中から記載する。 

５ ｢労務単価｣の欄には、労務者に支払われる予定の日額賃金の額（最低賃金の対象と

なる基本的な賃金の額。）を記載する。 

  自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る

請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払

う予定の賃金の額を記載する。 

６ ｢員数｣の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。 

７ ｢下請業者｣の欄には、労務者を使用する下請業者名、所在地、入札者と当該下請会

社との関係を記載する。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等 

また、取引年数を括弧書きで記載する。 

【添付書類】 

１ 本様式に記載したすべての下請予定業者について、その押印及び作成年月日の記載

のある見積書を添付する。 

２ 本様式に記載した下請労務者について、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第

１０８条の規定に基づく賃金台帳の写し（過去３月分の支払い状況が分かるもの。）

を添付する。 

３ 本様式に記載した自社労務者が自社社員であることを証明する書面及び労働基準法

第１０８条の規定に基づく賃金台帳の写し（過去３月分の支払い状況が分かるもの。）

を添付する。 

４ 自社労務者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資

格を有していることを証明する書面を添付する。 

 



別紙様式１１ 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 

【記載要領】 

１  本様式は、施工体系を記載する。 

 

別紙様式１２ 建設副産物処理計画書 

【記載要領】 

１  本様式は、発生するすべての建設副産物について記載する。 

２  ｢処理費用｣の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で、合

理的かつ現実的なものを記載する。 

３  ｢運搬費用｣の欄には、建設副産物の運搬予定会社が運搬する予定の金額で、合理的

かつ現実的なものを記載する。 

【添付書類】 

１ 工事現場と処理場所の関係がわかる図面を添付する。 

２ 建設副産物の受入れ予定会社の押印及び作成年月日の記載のある見積書を添付する。 

３ 建設副産物の運搬予定会社の押印及び作成年月日の記載のある見積書を添付する。 

 

別紙様式１３ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者 

【記載要領】 

１ 本様式は、過去５年間に元請として施工した同種工事の実績について記載する。 

この際、低入札価格調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、

その数が１０を超えるときは、判明している落札率の低い順に１０の工事の実績を選

んで記載する。 

２ 各工事の予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されて

いない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。 

 

 



別紙様式１ 

 

  年  月  日 

 

  船橋市長 あて 

 

                      ○○建設株式会社 

                        代表取締役 ○ ○ ○ ○ ㊞ 

（年間代理人がいる場合には、年間代理人で可） 

 

 

 

 

低入札価格調査報告書 

 

      年  月  日に開札が行われた下記工事において、当社の入札金額が低 

入札価格調査基準価格を下回る金額で応札したので、低入札価格調査における報告書 

を提出します。 

  なお、当該報告書の内容について、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

   １．工事記号 

 

   ２．工事名 

 

   ３．工事場所 

 

   ４．入札金額（税抜） 

 

 

  



別紙様式２ 

 

  年  月  日 

 

  船橋市長 あて 

 

                      ○○建設株式会社 

                        代表取締役 ○ ○ ○ ○ ㊞ 

（年間代理人がいる場合には、年間代理人で可） 

 

 

 

 

誓   約   書 

 

      年  月  日に開札が行われた下記工事において、当社が契約の相手方 

となったときは、工事の施工にあたり、品質や安全等の確保に万全を期し粗雑工事を 

行わないこと、下請業者や資材納入業者等の見積金額を故意に減額するなど、下請業 

者等にしわ寄せすることは致しません。 

  以上、誓約します。 

 

 

記 

 

   １．工事記号 

 

   ２．工事名 

 

   ３．工事場所 

 

   ４．入札金額（税抜） 

 

 

  



別紙様式３ 

その価格により入札した理由 

 

理  由 

 

  



別紙様式４－１ 

積 算 内 訳 書 

 

≪土木系工事等≫ 

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘 要 

本工事費       

～
～ 

直接工事費計       

 共通仮設       

純工事費計       

 現場管理費       

工事原価       

 一般管理費       

工事価格       

 消費税及び地方消費税相当額       

 

 

 

≪建築系・プラント系工事等≫ 

費目 工種 種 別 細別 単位 数量 単価 金額 摘 要 

本工事費        

  機器費       

機器費計        

～
～ 

 直接工事費計       

  共通仮設費       

 純工事費       

  現場管理費       

  据付間接費       

 据付工事原価       

  設計技術費       

 工事原価       

  一般管理費       

 工事価格       

  
消費税及び地方

消費税相当額 
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式
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２
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通
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設
費
（
率
計
上
分
）
内
訳
書
 

 

N
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費
 
目
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目
 

金
 
 
額
 

算
 
定
 
根
 
拠
 

1 
運
搬
費
 

質
量
2
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建
設
機
械
の
搬
入
、
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出
及
び
現
場
内
小
運
搬
 

 
 

器
材
等
（
型
枠
材
、
支
保
材
、
足
場
材
、
ト
レ
ミ
ー
管
等
）
の
搬
入
、
搬
出
及
び
現
場
内
小
運
搬
 

 
 

建
設
機
械
の
自
走
に
よ
る
運
搬
 

 
 

建
設
機
械
等
の
日
々
回
送
（
分
解
・
組
立
・
輸
送
）
 

 
 

質
量
2
0t
以
上
の
建
設
機
械
の
現
場
内
小
運
搬
 

 
 

重
建
設
機
械
の
分
解
、
組
立
及
び
輸
送
 

 
 

2 
準
備
費
 

準
備
及
び
後
片
付
け
 

 
 

調
査
、
測
量
、
丁
張
等
 

 
 

準
備
作
業
に
伴
う
伐
開
、
除
根
、
除
草
に
よ
る
現
場
内
集
積
・
積
込
み
及
び
整
地
、
段
切
り
、
す

り
つ
け
等
 

 
 

3 
安
全
費
 

工
事
地
域
内
全
般
の
安
全
管
理
上
の
監
視
、
あ
る
い
は
連
絡
等
 

 
 

不
稼
働
日
の
保
安
要
員
等
 

 
 

標
示
板
、
標
識
、
保
安
燈
、
防
護
柵
、
バ
リ
ケ
ー
ド
、
照
明
等
の
安
全
施
設
類
の
設
置
、
撤
去
、

補
修
及
び
使
用
期
間
中
の
損
料
 

 
 

夜
間
工
事
そ
の
他
、
照
明
が
必
要
な
作
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
照
明
 

 
 

河
川
、
海
岸
工
事
に
お
け
る
救
命
艇
 

 
 

長
大
ト
ン
ネ
ル
に
お
け
る
防
火
安
全
対
策
 

 
 

酸
素
欠
乏
症
の
予
防
 

 
 

粉
塵
作
業
の
予
防
 

 
 

安
全
用
品
等
 

 
 

安
全
委
員
会
等
 

 
 



4 
技
術
管
理
費
 

品
質
管
理
基
準
に
記
載
さ
れ
て
い
る
項
目
 

 
 

出
来
形
管
理
の
た
め
の
測
量
、
図
面
作
成
、
写
真
管
理
 

 
 

工
程
管
理
の
た
め
の
資
料
の
作
成
等
 

 
 

完
成
図
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
作
成
及
び
電
子
納
品
等
 

 
 

建
設
材
料
の
品
質
記
録
保
存
 

 
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
の
塩
化
物
総
量
規
制
に
伴
う
試
験
 

 
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
単
位
水
量
測
定
、
ひ
び
割
れ
調
査
、
テ
ス
ト
ハ
ン
マ
ー
に
よ
る
強
度
推
定
調
査
 

 
 

Ｐ
Ｃ
上
部
工
、
ア
ン
カ
ー
工
等
の
緊
張
管
理
、
グ
ラ
ウ
ト
配
合
試
験
等
 

 
 

ト
ン
ネ
ル
工
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
）
の
計
測
Ａ
 

 
 

塗
装
膜
厚
施
工
管
理
 

 
 

溶
接
試
験
に
お
け
る
放
射
線
透
過
試
験
 

 
 

施
工
管
理
で
使
用
す
る
Ｏ
Ａ
機
器
 

 
 

品
質
証
明
 

 
 

5 
営
繕
費
 

現
場
事
務
所
、
試
験
室
等
の
営
繕
（
設
置
・
撤
去
、
維
持
・
修
繕
）
 

 
 

労
働
者
宿
舎
の
営
繕
（
設
置
・
撤
去
、
維
持
・
修
繕
）
 

 
 

倉
庫
及
び
材
料
保
管
場
の
営
繕
（
設
置
・
撤
去
、
維
持
・
修
繕
）
 

 
 

労
働
者
の
輸
送
 

 
 

土
地
・
建
物
の
借
上
げ
 

 
 

監
督
員
詰
所
及
び
火
薬
庫
の
営
繕
（
設
置
・
撤
去
、
維
持
・
修
繕
）
 

 
 

計
 

 
 

 



別
紙
様
式
４
－
３
 

現
場
管
理
費
（
率
計
上
分
）
内
訳
書
 

 

N
o 

費
 
目
 

項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目
 

金
 
 
額
 

算
 
定
 
根
 
拠
 

1 
労
務
管
理
費
 

（
現
場
労
働
者
に

係
る
費
用
）
 

募
集
及
び
解
散
に
要
す
る
費
用
 

 
 

慰
安
、
娯
楽
及
び
厚
生
に
要
す
る
費
用
 

 
 

直
接
工
事
費
及
び
共
通
仮
設
費
に
含
ま
れ
な
い
作
業
用
具
及
び
作
業
用
被
服
の
費
用
 

 
 

賃
金
以
外
の
食
事
、
通
勤
等
に
要
す
る
費
用
 

 
 

労
災
保
険
法
等
に
よ
る
給
付
以
外
に
災
害
時
に
事
業
主
が
負
担
す
る
費
用
 

 
 

2 
安
全
訓
練
等
に
要

す
る
費
用
 

現
場
労
働
者
の
安
全
・
衛
生
に
要
す
る
費
用
及
び
研
修
訓
練
等
に
要
す
る
費
用
 

 
 

3 
租
税
公
課
 

固
定
資
産
税
、
自
動
車
税
、
軽
自
動
車
税
等
の
租
税
公
課
 

 
 

4 
保
険
料
 

自
動
車
保
険
、
工
事
保
険
、
組
立
保
険
、
法
定
外
の
労
災
保
険
、
火
災
保
険
、
そ
の
他

の
損

害
保
険
の
保
険
料
 

 
 

5 
従
業
員
給
料
手
当
 

現
場
従
業
員
の
給
料
、
諸
手
当
（
危
険
手
当
、
通
勤
手
当
、
火
薬
手
当
等
）
及
び
賞
与
 

 
 

6 
退
職
金
 

現
場
従
業
員
に
係
る
退
職
金
及
び
退
職
給
与
引
当
金
繰
入
額
 

 
 

7 
法
定
福
利
費
 

現
場
従
業
員
及
び
現
場
労
働
者
に
関
す
る
労
災
保
険
料
、
雇
用
保
険
料
、
健
康
保
険
料
及
び

厚
生
年
金
保
険
料
の
法
定
の
事
業
主
負
担
額
並
び
に
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
に
基
づ
く

事
業
主
負
担
額
 

 
 

8 
福
利
厚
生
費
 

現
場
従
業
員
に
係
る
慰
安
娯
楽
、
貸
与
被
服
、
医
療

、
慶
弔
見
舞
等
福
利
厚
生
、
文
化
活
動

等
に
要
す
る
費
用
 

 
 

9 
事
務
用
品
費
 

事
務
用
消
耗
品
、
新
聞
、
参
考
図
書
等
の
購
入
費
 

 
 

1
0 

通
信
交
通
費
 

通
信
費
、
交
通
費
及
び
旅
費
 

 
 

1
1 

交
際
費
 

現
場
へ
の
来
客
等
の
対
応
に
要
す
る
費
用
 

 
 



1
2 

補
償
費
 

工
事
施
工
に
伴
っ
て
通
常
発
生
す
る
物
件
等
の
毀
損
の
補
修
費
及
び
騒
音
、
振
動
、
濁
水
、

交
通
騒
音
等
に
よ
る
事
業
損
失
に
係
る
補
償
費
 

 
 

1
3 

外
注
経
費
 

工
事
施
工
を
専
門
工
事
業
者
等
に
外
注
す
る
場
合
に
必
要
と
な
る
経
費
 

 
 

1
4 

工
事
登
録
等
に
要

す
る
費
用
 

工
事
実
績
等
の
登
録
に
要
す
る
費
用
 

 
 

1
5 

雑
費
 

諸
費
用
 

 
 

計
 

 
 

 



別
紙
様
式
４
－
４
 

一
般
管
理
費
等
（
率
計
上
分
）
内
訳
書
 

 

N
o 

費
 
目
 

項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目
 

金
 
 
額
 

算
 
定
 
根
 
拠
 

一
般
管
理
費
 

1 
役
員
報
酬
 

取
締
役
及
び
監
査
役
に
対
す
る
報
酬
 

 
 

2 
従
業
員
給
料
手
当
 

本
店
及
び
支
店
の
従
業
員
に
対
す
る
給
料
、
諸
手
当
及
び
賞
与
 

 
 

3 
退
職
金
 

退
職
給
与
引
当
金
繰
入
額
並
び
に
退
職
給
与
引
当
金
の
対
象
と
な
ら
な
い
役
員
及
び
従
業

員
に
対
す
る
退
職
金
 

 
 

4 
法
定
福
利
費
 

本
店
及
び
支
店
の
従
業
員
に
関
す
る
労
災
保
険
料
、
雇
用
保
険
料
、
健
康
保
険
料
及
び
厚
生

年
金
保
険
料
の
法
定
の
事
業
主
負
担
額
 

 
 

5 
福
利
厚
生
費
 

本
店
及
び
支
店
の
従
業
員
に
係
る
慰
安
娯
楽
、
貸
与
被
服
、
医
療

、
慶
弔
見
舞
金
等
、
福
利

厚
生
等
、
文
化
活
動
等
に
要
す
る
費
用
 

 
 

6 
修
繕
維
持
費
 

建
物
、
機
械
、
装
置
等
の
修
繕
維
持
費
、
倉
庫
物
品
の
管
理
費
等
 

 
 

7 
事
務
用
品
費
 

事
務
用
消
耗
品
費
、
固
定
資
産
に
計
上
し
な
い
事
務
用
備
品
費
、
新
聞
、
参
考
図
書
等
の
購

入
費
 

 
 

8 
通
信
交
通
費
 

通
信
費
、
交
通
費
及
び
旅
費
 

 
 

9 
動
力
、
用
水
光
熱
費

 
電
力
、
水
道
、
ガ
ス
、
薪
炭
等
の
費
用
 

 
 

1
0 

調
査
研
究
費
 

技
術
研
究
、
開
発
等
の
費
用
 

 
 

1
1 

広
告
宣
伝
費
 

広
告
、
公
告
、
宣
伝
に
要
す
る
費
用
 

 
 

1
2 

交
際
費
 

本
店
及
び
支
店
な
ど
へ
の
来
客
等
の
対
応
に
要
す
る
費
用
 

 
 

1
3 

寄
付
金
 

 
 

 

1
4 

地
代
家
賃
 

事
務
所
、
寮
、
社
宅
等
の
借
地
借
家
料
 

 
 

1
5 

減
価
償
却
費
 

建
物
、
車
輌
、
機
械
装
置
、
事
務
用
備
品
等
の
減
価
償
却
費
 

 
 

1
6 

試
験
研
究
費
償
却
 

新
製
品
又
は
新
技
術
の
研
究
の
た
め
特
別
に
支
出
し
た
費
用
の
償
却
額
 

 
 



1
7 

開
発
費
償
却
 

新
技
術
又
は
新
経
営
組
織
の
採
用
、
資
源
の
開
発
、
市
場
の
開
拓
の
た
め
特
別
に
支
出
し
た

費
用
の
償
却
額
 

 
 

1
8 

租
税
公
課
 

不
動
産
取
得
税
、
固
定
資
産
税
等
の
租
税
及
び
道
路
占
用
料
、
そ
の
他
の
公
課
 

 
 

1
9 

保
険
料
 

火
災
保
険
そ
の
他
の
損
害
保
険
料
 

 
 

2
0 

契
約
保
証
費
 

契
約
の
保
証
に
必
要
な
費
用
 

 
 

2
1 

雑
費
 

電
算
等
経
費
、
社
内
打
ち
合
わ
せ
等
の
費
用
、
学
会
及
び
協
会
活
動
等
諸
団
体
会
費
等
の
費

用
 

 
 

付
加
利
益
 

1 
法
人
税
、
都
道
府
県
民
税
、
市
町
村
民
税
等
 

 
 

2 
株
主
配
当
金
 

 
 

3 
役
員
賞
与
金
 

 
 

4 
内
部
留
保
金
 

 
 

5 
支
払
利
息
及
び
割
引
料
、
支
払
保
証
料
そ
の
他
の
営
業
外
費
用
 

 
 

計
 

 
 

 



別紙様式５ 

契約対象工事付近における手持ち工事の状況 

 

発注者 工 事 名 請負金額 工 期 元請・下請 工 法 

      

【経費削減可能額及びその計数的根拠】 

      

【経費削減可能額及びその計数的根拠】 

      

【経費削減可能額及びその計数的根拠】 

      

【経費削減可能額及びその計数的根拠】 

      

【経費削減可能額及びその計数的根拠】 

 

 

 

 

  



別紙様式６ 

契約対象工事に関連する手持ち工事の状況 

 

発注者 工 事 名 請負金額 工 期 元請・下請 工 法 

      

【経費削減可能額及びその計数的根拠】 

      

【経費削減可能額及びその計数的根拠】 

      

【経費削減可能額及びその計数的根拠】 

      

【経費削減可能額及びその計数的根拠】 

      

【経費削減可能額及びその計数的根拠】 

 

 

 

  



別紙様式７ 

契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関係 

 

事業所所在地 

 名称 

 住所 

 

倉庫等所在地 

 名称 

 住所 

 

位置図 

  



別紙様式８ 

手持ち資材及び手持ち機械数の状況 

 

≪手持ち資材≫ 

品  名 手持ち数量 本工事での使用量 購入単価 購入時期 購入先 

      

      

      

 

 

 

≪手持ち機械≫ 

工種 機械名称 メーカー名 数量 単価（原価） 使用予定日数 

      

      

      

 

 

 

≪機械リース≫ 

工種 機械名称 メーカー名 数量 単価 リース元名 

      

      

      

 

  



別紙様式９ 

資材購入先及び購入先と入札者との関係 

 

工種 品名・規格 単位 数量 単価 

購 入 先 

業者名 所在地 
入札者との関係 

（取引年数） 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

  



別紙様式１０ 

労務者の具体的供給見通し 

 

工種 職 種 労務単価 員数 

下 請 業 者 

業者名 所在地 
入札者との関係 

（取引年数） 

 監理技術者  ３５０ 自社 － － 

 現場代理人  ３５０ 自社 － － 

管きょ工 普通作業員  ５０ ○○建設㈱ 
○○市○○町

1-1-1 

協力会社 

（○○年） 

管きょ工 普通作業員  １２０ 自社 － － 

       

       

       

       

       

       

       

 

 



別
紙
様
式
１
１

自 至

工 事
工 事

工 事

～
～

～

工 事
工 事

工 事

～
～

～

工 事
工 事

工 事

～
～

～

工
期

有
　

・
　

無

工
 
事
 
内
 
容

許
可
番
号

一
般

　
／

　
特

定
一

般
　

／
　

特
定

一
般

　
／

　
特

定

許
可
番
号

許
可
番
号

担
当

工
事

内
容

会
　
　
　
長

副
　
会
　
長

統
括

安
全

衛
生

責
任

者

工
事

作
業

所
災

害
防

止
協

議
会

兼
施

工
体

系
図

専
門
技
術
者

監
理
技
術
者
補
佐
名

専
門
技
術
者
名

会
　
社
　
名

専
門
技
術
者

主
任
技
術
者

主
任
技
術
者

有
　

・
　

無

工
 
事
 
内
 
容

会
　
社
　
名

安
全
衛
生
責
任
者

許
可
番
号

許
可
番
号

一
般

　
／

　
特

定
一

般
　

／
　

特
定

会
　
社
　
名

元
方

安
全

衛
生

管
理

者

発
 
注
 
者
 
名

工
期 一

般
／
特
定
の
別

専
門
技
術
者
名

監
 
督
 
員
 
名

代
表
者
名

安
全
衛
生
責
任
者

監
理
技
術
者
名

主
任
技
術
者
名

工
 
事
 
名
 
称

元
 
請
 
名

会
　
社
　
名

工
 
事
 
内
 
容

工
 
事
 
内
 
容

一
般
／
特
定
の
別

一
般

　
／

　
特

定
一
般
／
特
定
の
別

工
 
事
 
内
 
容

安
全
衛
生
責
任
者

会
　
社
　
名

会
　
社
　
名

代
表
者
名

代
表
者
名

許
可
番
号

書
　
　
　
記

安
全
衛
生
責
任
者

担
当
工
事
内
容

担
当
工
事
内
容

担
当

工
事

内
容

主
任
技
術
者

主
任
技
術
者

主
任
技
術
者

特
定
専
門
工
事

の
該
当

有
　

・
　

無
特
定
専
門
工
事

の
該
当

有
　

・
　

無
特
定
専
門
工
事

の
該
当

有
　

・
　

無

専
門
技
術
者

専
門
技
術
者

専
門
技
術
者

工
 
事
 
内
 
容

担
当
工
事
内
容

工
期

工
期

工
期

代
表
者
名

代
表
者
名

代
表
者
名

一
般
／
特
定
の
別

一
般
／
特
定
の
別

一
般
／
特
定
の
別

安
全
衛
生
責
任
者

安
全
衛
生
責
任
者

特
定
専
門
工
事

の
該
当

特
定
専
門
工
事

の
該
当

特
定
専
門
工
事

の
該
当

主
任
技
術
者

担
当
工
事
内
容

担
当
工
事
内
容

担
当
工
事
内
容

有
　

・
　

無

専
門
技
術
者

工
期

工
期

会
　
社
　
名

会
　
社
　
名

会
　
社
　
名

代
表
者
名

代
表
者
名

代
表
者
名

許
可
番
号

許
可
番
号

許
可
番
号

一
般
／
特
定
の
別

一
般

　
／

　
特

定
一
般
／
特
定
の
別

一
般

　
／

　
特

定
一
般
／
特
定
の
別

一
般

　
／

　
特

定

工
 
事
 
内
 
容

工
 
事
 
内
 
容

工
 
事
 
内
 
容

安
全
衛
生
責
任
者

安
全
衛
生
責
任
者

安
全
衛
生
責
任
者

主
任
技
術
者

主
任
技
術
者

主
任
技
術
者

特
定
専
門
工
事

の
該
当

有
　

・
　

無
特
定
専
門
工
事

の
該
当

有
　

・
　

無
特
定
専
門
工
事

の
該
当

有
　

・
　

無

専
門
技
術
者

専
門
技
術
者

専
門
技
術
者

担
当
工
事
内
容

担
当
工
事
内
容

担
当
工
事
内
容

工
期

工
期

工
期



別
紙
様
式
１
２

（
注
）
１
．
建
設
副
産
物
の
種
類
に
応
じ
て
適
宜
、
記
入
欄
を
追
加
す
る
こ
と
。

２
．
「
処
理
費
用
」
及
び
「
運
搬
費
用
」
は
、
単
位
あ
た
り
の
費
用
と
す
る
こ
と
。

建
設
副
産
物

建
設
発
生
土
（
ｍ
3
）

路
盤
廃
材
（
ｍ
3
）

ｱ
ｽ
ﾌ
ｧ
ﾙ
ﾄ･
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘｰ
ﾄ塊
（
ト
ン
)
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊
（
ト
ン
)

建
設
汚
泥
（
ト
ン
)

同
電
話
番
号

収
集
運
搬
許
可
番
号

運
搬
費
用
（
円
）

㎡
＊
　
　
　
ｍ

－

許
可
番
号

処
理
数
量

処
理
費
用
（
円
)

運
搬
距
離
（
ｋ
ｍ
）

運
搬
業
者

運
搬
業
者
名

電
話
番
号

地
目

面
積
＊
高
さ

処
理
業
の
許
可
番
号

許
可
期
限

農
地
転
用
等

所
在
地

処
理
場
所

－
－

－

元
請
　
　
　
下
請

－

－

建
設
副
産
物
処
理
計
画
書

－
－

－

元
請
　
　
　
下
請

元
請
　
　
　
下
請

元
請
　
　
　
下
請

－

元
請
　
　
　
下
請

－



別紙様式１３ 

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者 

 

発注者 工 事 名 

予定価格（税込） 

工 期 
低入札価格調査

の対象の有無 

工事成績

評定点 
落札価格（税込） 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

 



 

別紙２ 

低入札価格調査における失格判定基準 

 

１．設計仕様等に適合しない場合 

⑴ 発注者が示した設計図書及び仕様書等に計上した設計数量や工法、施工条件を満足し

ていない場合 

⑵ 材料や製品について発注者が示した設計仕様に適合した品質や規格を満足していない

場合 

 

２．積算内訳書算出根拠が適正でない場合 

⑴ 算出根拠が明確でない場合 

⑵ 金額が一括計上されている場合 

⑶ 下請見積額を下回る積算額が計上されている場合 

⑷ 下請見積書等の工事内容（規模、工法、数量等）が不明確な場合 

⑸ 資材（機器）購入に係る見積額を下回る積算額が計上されている場合 

⑹ 監理技術者等の人件費、保険料、工事登録費用等の必要な経費が計上されていない場   

 合 

⑺ 下請予定業者の見積金額が過去に取引した実績のある価格を基礎として見積もられて

おらず、積算内訳書記載価格がいわゆる「指し値」である等、不当に低額に設定された

ことが明白である場合 

 

３．建設副産物の処理が適正でない場合 

⑴ 建設副産物について適正な処理費用が計上されていない場合 

⑵ 建設副産物の搬出予定地や処理体制等が設計仕様書等に合致していない場合 

 

 


